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１ 課の役割

２ 個別事業とその目標

農業委員会は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、農地の有効利用を図るため、農地の売買や転用等について審査し、農地法等の適正な執行を図ると

ともに、農地利用の最適化の推進（担い手への農地集積、新規参入の促進、耕作放棄地の解消等）を図る。

１ 農地法等による農地の利用の適正化

農地法等による権利移動や転用制限の適正な執行を図る。また、農業委員、農地利用最適推進委員による農地パトロールを随時行い、違反転用の発

見に努めるとともに、農地の利用状況の調査を行う。

２ 農地等の利用の最適化の推進

農業委員会の業務が「農地等の利用の最適化の推進」が任意業務から必須業務に位置づけられたことから、「担い手への農地利用の集積・集約化」、

「耕作放棄地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」を推進する。

３ 農業委員・農地利用最適化推進委員の任命・委嘱

現農業委員・農地利用最適化推進委員の任期が令和８年７月１９日となっていることから、改選後の新体制移行を確実に行う。

４ 令和６年度に策定された地域計画の更新

令和６年度に柏木・根古谷・上郷・酒々井地区で策定された地域計画の見直しの協議を行い、目標地図を更新する。

チャレンジ目標

再生不可能な農地（登記地目）について、農業委員会総会において非農地判断を行い、所有者に対し、地目変更登記申請を促す。

なお、総会において非農地判断を行った場合、町固定資産税担当課及び法務局に非農地判断を行った旨、通知を行う。


